
－ 松山市創業・経営支援事業 －

（株）日本政策金融公庫から創業のために必要な資金の融資を受け、

市内で新たに事業を開始する事業者に対し、利子補助金を交付します。

●裏面もご覧ください●

■対象者 ：新たに市内で事業を開始する事業者のうち、次の要件を満たすもの
①市内住所を有する個人企業又は本店を有する法人であること
②事業開始後6か月以内に融資を受けていること
又は融資後6か月以内に事業を開始していること

③市税を滞納していないこと
④利子補助金交付時まで事業を継続していること

■対象融資 ：日本政策金融公庫の融資制度のうち、
以下のいずれかの資金であること

「新規開業・スタートアップ支援資金」
「生活衛生新企業育成資金」

■利子補助率：年1.0％以内（1円未満切り捨て）

■対象期間 ：2年間
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＜松山市創業資金利子補助金の概要＞

＜利子補助金申請の流れ＞



■補助金の交付時に事業継続及び市税を完納していることが必要になります。

■申請期間は原則、１月～２月末までとし、３月以降の申請はできません。
（期間内に申請がなかった場合は補助金の支払いを行いません）

■提出書類に不備等があれば、再提出を求めることがあります。

■補助金の交付は、交付申請受付後、各種の審査等を行い、
５月末までに松山市から事業者へ口座振替により交付します。

 ■風営法第２条第1項第1号～第３号に該当する創業に係る融資は
    利子補助の対象外です。

【融資が実行された後に提出して頂く書類】

■松山市創業資金利子補助金交付申請予定届(様式第１号) 

■ （株）日本政策金融公庫が作成した支払額明細書(コピー)

■市内で事業を開始したことを証する書類(コピー)

・個人事業所：個人事業の開業・廃業等届出書（控）

・法人事業所：法人の設立･設置に関する申告書（控）

【交付申請時に提出して頂く書類】

■松山市創業資金利子補助金交付申請書(様式第２号) 

■ （株）日本政策金融公庫が作成した利息支払証明書

■同意書

■誓約書

■請求書

■確認書

■許認可書（対象業種のみ、コピー）

■チラシ、店舗写真等、開業が確認できる資料

松山市役所 本館8階 産業経済部 ふるさと納税・経営支援課

◆松山市 産業経済部 ふるさと納税・経営支援課（利子補給の内容について）
〒790-8571松山市二番町四丁目７番地２
ＴＥＬ：089-948-6783 ＦＡＸ：089-934-1844

◆日本政策金融公庫 松山支店 国民生活事業（融資の内容について）
ＴＥＬ : 089-941-6148

＜必要書類＞

＜注意事項＞

＜書類提出先＞

＜お問合せ先＞
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